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WCセキュリティサポート利用規約 
株式会社ハルエネ 

第１条（本サービスの内容） 

「WCセキュリティサポート」（以下「本サービス」といいます。）は、株式会社ハルエネ（以下「当社」といい

ます。）がお客様に対し、「WCセキュリティサポート用規約」（以下「本規約」といいます。）に基づき提供するサ

ービスをいいます。尚、本サービスの詳細は別紙1に定めるものとします。 
 

第２条（本サービスの利用） 

本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により本サービスを

利用するための登録（以下「利用登録」といいます。）を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承

諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。 

①本規約の内容。 

②当社による本サービス利用者に対する本サービスに係る役務の提供は営業のためであること。 

③本サービスの利用にあたり、本規約以外の契約約款（以下総称して「追加約款」といいます。）が適用され

る場合があること、及びその内容。なお、追加約款の適用がある場合は、その内容を別紙1にて定めます。 

④本規約（追加約款を含みます。）の内容が、次条で定める利用契約の内容となること。 

 

第３条（利用料金） 

１．本サービスの利用料金（以下「本料金」といいます。）は、別紙 1に定める料金とします。 

２．本サービス利用者は、本料金を、原則として口座振替またはクレジットカード払いによって、当社が指定す

る期日までに支払うものとします。なお、本サービス利用者の指定する口座から振替日に引き落とされなか

った場合、本料金がクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合又は

その他特別の事情がある場合、もしくは支払方法に関する手続きが完了するまでの間は、当社が指定した金

融機関等を通じて、当社が指定した様式の払込票によりお支払いいただきます。なお、この場合には、払込

票の発行手数料として、1払込票ごとに330円（税込）/月を支払うものとします。 

３．本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約（以

下「利用契約」といいます。）が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。 

４．本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 

５．本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約

が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。 

 

第４条（遅延損害金） 

当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払

期日の翌日から完済に至るまで、1年を365日とする年率 14.6％の割合による遅延損害金を請求することがで

きるものとします。 

 

第５条（お問い合せ） 

本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方法により当社

に対して連絡をするものとします。 

 

第６条（本サービス・規約の変更） 

１． 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548条の4の規定に基づき

本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービス利用者は本料金その他提供条件において、

変更後の規約の適用を受けるものとします。 

２． 当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、効

力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、本サービス利用

者に対して通知します。 

 

第７条（禁止事項） 

本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものと

します。 

① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 
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② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 

③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。 

④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。 

⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。 

⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。 

⑦ 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブ

ル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより

本サービスを不正に利用する行為。 

⑧ 利益目的で自己の事業において利用する行為。 

⑨ 他人になりすまして各種サービスを利用する行為 

⑩ 無限連鎖講（ネズミ講）若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為 

⑪ 連鎖販売取引（マルチ商法）に関して特定商取引に関する法律（昭和 51年法律第 57号）に違反する行

為 

⑫ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行

為又は与えるおそれがある行為 

⑬ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。 

㉑ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。 

 

第８条（権利譲渡の禁止） 

本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の

全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。 

 

第９条（損害賠償） 

 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合

には、当社又は第三者が被った損害（逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないもの

とします。）等を全額賠償する責任を負うものとします。 

 

第１０条（通知） 

１． 当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web サイトへ

の掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。 

２． 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日（但し、その間に法定休日がある場

合は法定休日を加算した日）に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又は

ファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で本サービス利

用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知が Web サイトへの掲載による場合、Webサイ

トに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。 

３． 本サービス利用者が第 1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を

負わないものとします。 

 

第１１条（利用目的） 

当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、

以下の各号に該当する場合において利用するものとします。 

① 本サービスを提供する場合（利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます）。 

② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。 

③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。 

④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社（以下、総称して「当社等」といいます。）が取扱う各種商

材に関する案内をする場合。 

⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。 

⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。 

⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。 

⑧ 法令の規定に基づく場合。 

⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。 

 



 

 3 

第１２条（免責等） 

１． 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事

由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 

２． 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証

を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任

を負わないものとします。 

３．通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サ

ービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 

４．本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 

５．当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社

が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償

を行うものとします。 

 

第１３条（報告義務） 

１．本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期間等の支

払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 

２．本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知

を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報

に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 

３．本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社

は一切責任を負いません。 

 

第１４条（第三者への委託） 

当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用

者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。 

 

第１５条（秘密保持） 

本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第

三者に一切開示、漏洩しないものとします。 

 

第１６条（本サービスの提供の停止及び利用契約の解除）  

１．当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、

本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。 

① 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。 

② 本サービス利用者が、第 7条に定める行為を行ったとき。 

③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 

④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられた

とき、もしくはそれらのおそれがあるとき。 

⑤ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。 

⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の

処分を受けたとき。 

⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。 

⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。 

⑨ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）となり、当

社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。 

⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。 

⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したと

き、もしくはそれらのおそれがあるとき。 

⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすお

それのある行為をしたとき 

⑬ 本サービス利用者が第 13条に違反したとき 

⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき 
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⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれが

あるとき。 

⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。 

⑰ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障を

きたし、またはきたすおそれが生じたとき。 

⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービ

スを提供することが不相当と当社が判断したとき。 

２．当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したこ

とにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。 

 

第１７条 （サービスの廃止） 

１．当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 

２．当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止す

る日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。 

３．当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責

任を負わないものとします。 

 

第１８条（解約） 

本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方

法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した

場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。 

 

第１９条（利用開始日） 

当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用者に対し

て、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの

利用が可能となります。 

 

第２０条（期限の利益の喪失） 

本サービス利用者が、第 16条第1項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する

債務を直ちに支払わなければならないものとします。 

 

第２１条（合意管轄） 

本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２２条（適用関係及び信義誠実の原則） 

本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた

場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規約の内容と追加

約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。 

 

第２３条（法令等の遵守） 

 本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約（追加約款を含みます。）を遵守する

ものとします。 

以上 

 

2021年7月1日 制定 

2022年7月1日 改定 
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別紙1 

 

■本サービスの詳細 

１．本サービスの内容 

① 「WCセキュリティサポート」とは、「テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEBカメラ）」と「カスペルス

キーインターネットセキュリティ」を組み合わせたサービスです。「テクニカルサポートサービス（Wi-

Fi/WEBカメラ）」については別紙 1-1の内容を、「カスペルスキーインターネットセキュリティ」について

は別紙1-2の内容をそれぞれ適用いたします。 

② 本サービスに含まれる「カスペルスキーインターネットセキュリティ」のライセンス数は1ライセンスと

します。 

③ 本サービスは「テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEBカメラ）」と「カスペルスキーインターネットセ

キュリティ」を組み合わせたサービスであり、「テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEBカメラ）」と「カ

スペルスキーインターネットセキュリティ」のうちいずれか一方のみ解約、解除することはできません。 

④ 本サービスは予告なく内容を変更することがあります。 

⑤ 本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して、当社

は、当社の責に帰する場合を除き、いかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。 

⑥ 本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社の責に帰する場合を除き、当社は一切の

責任を負いません。 

 

 

２．システム動作環境（カスペルスキーインターネットセキュリティ） 

別紙1-2内の「１．本サービスの内容」⑤のとおりとします。 

 

３．本料金（月額、税込） 

利用開始日が属する月を 1ヶ月目とした1ヶ月目から6ヶ月目末日まで：金0円/1利用契約 

利用開始日が属する月を 1ヶ月目とした7ヶ月目1日以降：金1,628円/1利用契約 
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別紙1-1  テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEBカメラ） 

 

本別紙は、当社が本サービス利用者に提供する「WCセキュリティサポート」を構成する「テクニカルサポート

サービス（Wi-Fi/WEBカメラ）」に適用します。 

 

■本サービスの詳細 

１．テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEBカメラ）の内容 

①「テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEBカメラ）」とは、下記「３．対象とする機器」にて定める Wi-Fi又

はWEBカメラ（以下「対象機器」といいます。）の設定及び不具合等について、電話にて応対及びサポートを行

うサービスです。 

②テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEBカメラ）をご利用の際には、「２．対象窓口」に問い合わせください。

当社は、お問い合わせいただいた方が本サービス利用者本人であるかの確認のため、申込書番号等よる利用契

約の照合を行いますので、あらかじめご準備いただいたうえで問い合わせください。なお、当該問い合わせに

係る回線費用は本サービス利用者の負担とし、またご利用は「２．対象窓口」に記載の営業時間に限ります。 

③テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEB カメラ）は対象機器の設定の完了、または不具合の解消をお約束す

るものではございません。 

④テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEBカメラ）は予告なく内容を変更することがあります。 

⑤テクニカルサポートサービス（Wi-Fi/WEB カメラ）のご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者ま

たは第三者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。 

⑥本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を負いません。 

 

２．対象窓口 

テクニカルサポート：050-5052-0129 （営業時間：9時から18時まで、年末年始を除く） 

 

３．対象とする機器  

区分 メーカー 型番 備考 

無線LAN端末 TP-Link 
Archer A6 

Archer C50 

Archer A6は2022年 6月30日発送迄 

Archer C50は2022年7月1日発送から 

WEBカメラ端末 TP-Link Tapo C100 - 

 

以上 
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別紙1-2 

 

本別紙は、当社が本サービス利用者に提供する「WCセキュリティサポート」を構成する「カスペルスキーイン

ターネットセキュリティ」に適用します。 

 

■本サービスの詳細 

１．本サービスの内容 

① 「カスペルスキーインターネットセキュリティ」とは、本サービス利用者のパソコン（デスクトップ/ノー

ト）、スマートフォン、タブレット等の当社が指定する端末（以下本別紙にて「対象端末」といいます。）

を利用したアプリケーションおよびウェブ上のセキュリティ対策（セキュリティスキャン、プライバシー

保護等）を行うソフトウェアを提供するサービスです。なお、対象端末の OSにより、本サービスの内容が

異なります。詳細内容は下記URLの機能一覧にて確認することができます。 

https://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/ThemeID.37143200/productID.5346875000 

② カスペルスキーインターネットセキュリティをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフ

トウェアのインストールが必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、カスペルスキーインター

ネットセキュリティのホームページ等を必ずご確認ください。 

③ カスペルスキーインターネットセキュリティの利用可能な端末は1ライセンスにつき 3台を上限としま

す。 

④ カスペルスキーインターネットセキュリティの有効期間は、⑪で定める K社約款の定めよらず、本規約の

定めに従うものとします。 

⑤ カスペルスキーインターネットセキュリティの利用に必要となる動作環境は、下記 URLより確認くださ

い。 

https://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/ThemeID.37143200/productID.5346875000 

⑥ カスペルスキーインターネットセキュリティ利用者の環境下に存在する全てのセキュリティ上の問題が検

出されること、全ての全ての個人情報連携を検知・解除できること、または全ての不正アクセスを検知・

遮断することを保証するものではなく、その他カスペルスキーインターネットセキュリティ利用者の全て

の要求を満たすことを保証するものではありません。 

⑦ カスペルスキーインターネットセキュリティは予告なく内容を変更することがあります。 

⑧ カスペルスキーインターネットセキュリティのご利用およびそれに関連して生じたカスペルスキーインタ

ーネットセキュリティ利用者または第三者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補

償・賠償も行いません。 

⑨ カスペルスキーインターネットセキュリティは株式会社Kaspersky Labs Japan（以下「K社」といいま

す。）の「カスペルスキーインターネットセキュリティ」を利用しております。当社は、K社より許諾を受

けて、カスペルスキーインターネットセキュリティをカスペルスキーインターネットセキュリティ利用者

に提供しております。 

⑩ カスペルスキーインターネットセキュリティ利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切

の責任を負いません。 

⑪ ご利用にあたっては、K社が対象端末のOSごとに制定する後述の「カスペルスキーインターネットセキュ

リティ 使用許諾契約書」（以下「K社約款」といいます。）が追加約款として適用されます。なお、当社は

カスペルスキーインターネットセキュリティの提供に必要となる情報を K社に対して提供し同社と共同利

用いたします。 

 

  

https://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/ThemeID.37143200/productID.5346875000
https://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/ThemeID.37143200/productID.5346875000
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＜カスペルスキーインターネットセキュリティ 使用許諾契約書＞ 

 

■Windows･Mac版 

 

お客様への法律上の重要なお知らせ：本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書を注意深くお読

みください。 

お客様が本ソフトウェアを実行、またはインストール中にライセンス契約画面のボタンをクリック、または対応

する記号を入力した時点で、この契約条件に無条件で同意したことになります。本契約の諸条件に同意されない

場合は、本ソフトウェアのインストール作業を中断し、本ソフトウェアを削除してください。 

ライセンス契約画面の同意を確認するボタンをクリックするか、または対応する記号を入力すると、本契約の契

約条件に従って本ソフトウェアを使用する権利を得られます。 

本ソフトウェアに書面形式のライセンス契約書またはライセンス証書が付属する場合は、そのライセンス契約書

またはライセンス証書に定義されているソフトウェア使用条件が、本契約よりも優先します。 

 

条項 A. 一般条件 

 

1.定義 

1.1. 

本ソフトウェアとは、アップデートおよびその関連資料を含む、権利者が製造するソフトウェアを意味します。 

1.2. 

権利者（独占的であるか否かを問わず、本ソフトウェアに関するすべての権利の所有者）は、ロシア連邦法に基

づいて設立された企業、AO Kaspersky Lab を意味します。 

1.3. 

端末とは、本ソフトウェアに対応され、本ソフトウェアをインストールまたは使用するオペレーティングシステ

ム、仮想マシンまたはハードウェアを意味し、ワークステーション、モバイルデバイスまたはサーバーを含みま

す。 

1.4. 

エンドユーザー（お客様）とは、自身のために本ソフトウェアをインストールまたは使用する個人または本ソフ

トウェアのコピーを合法的に使用する個人を意味します。また、本ソフトウェアをダウンロードまたはインスト

ールし、本契約に同意する人物を代表として承認した組織を意味します。本契約の目的において「組織」とは、

合名会社、有限会社、企業、協会、合資会社、信託会社、合弁会社、労働組合、法人化されていない組織、政府

当局を含みますがこれらに限りません。ただし「プライベートライセンス」（プライベート版）、「ファミリーライ

センス」（ファミリー版）および「プレミアライセンス」（プレミア版）では法人での利用はできません。プライ

ベートライセンス、ファミリーライセンス、プレミアライセンスのそれぞれの利用範囲は第 2.5 条を参照して

ください。 

1.5. 

代理店とは、権利者との契約およびライセンスに基づき本ソフトウェアを販売する法人または個人を意味します。 

1.6. 

アップデートとは、本ソフトウェアの定義データベースおよび本ソフトウェアの改善、パッチ適用、拡張機能、

変更を意味します。 

1.7. 

拡張機能とは、権利者によって提供される、新しくライセンスを取得するか既存のものを拡張して本ソフトウェ

アと一緒に、または独立して使用できる、本ソフトウェアの機能を拡張するための追加のソフトウェア機能また

はサービスを意味します。拡張機能は、具体的な拡張によって無償または有償で提供されています。これらの拡

張に関して、取得する前に詳細を確認することができます。 

1.8. 

ユーザーガイドとは、ユーザーガイド、管理者用ガイド、リファレンスブックおよび関連する説明資料またはそ

の他の資料を意味します。 

1.9. 
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ライセンス証書とは、ライセンスに関する情報と同様に、アクティベーションコードに加えてエンドユーザーに

提供される文書を意味します。ライセンス証書は購入方法により提供されない場合があります。 

1.10. 

Web ポータルとは、インストールされた本ソフトウェアおよび取得したライセンスを管理する目的で権利者が提

供する Web リソースを意味します。 

1.11. 

ユーザーアカウントとは、Web ポータルに登録する際にエンドユーザーが提供した情報を使用して作成された、

Web ポータルの個人セクションを意味します。ユーザーアカウントを使用して Web ポータルにアクセスすると、

条項 A の第 1.10 条に記載される操作を実行することができます。 

 

2.ライセンスの付与 

2.1. 

お客様は、ユーザーガイドまたは権利者のテクニカルサポートの Web サイトに記載される機能の範囲内で、本

契約に記載されるすべての技術要件、制限および利用規約に従う条件のもと、本ソフトウェアを使用する非独占

的使用許諾ライセンスを付与されます。 

体験期間（該当する場合）。 

本ソフトウェアに体験期間が設けられている場合は、別段の指定がない限り最初にインストールした日より 1 回

の体験期間に限り、評価目的のみに本ソフトウェアの機能を使用できることとします。ただし、当該体験期間の

利用目的は評価に限り、体験期間終了後の使用は厳しく禁止します。 

複数の環境で使用するソフトウェア、多言語ソフトウェア、デュアルメディアで使用するソフトウェア、複数コ

ピー、バンドル版。 

お客様が、本ソフトウェアの異なるバージョンもしくは異なる言語版を使用する場合でも、または複数のメディ

アで本ソフトウェアを受領した場合でも、または本ソフトウェアの複数のコピーを受領した場合でも、または他

のソフトウェアにバンドルされた本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフトウェアのすべてのバージョンを

インストールすることが許可される端末の合計台数は、権利者から取得したライセンス上の端末数に一致するも

のとします。ライセンス条件で別段の規定がない限り、取得されたライセンス数に応じて、条項 A の第 2.2 お

よび 2.3 条で規定する端末数へのインストールと使用またはユーザーアカウント数としての使用の両方または

いずれかの権利が与えられます。 

2.2. 

本ソフトウェアを物理的媒体で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのパッケージに指定された端末数とユー

ザーアカウント数の両方またはいずれかに対して本ソフトウェアを使用する権利を保有します。 

2.3. 

本ソフトウェアをインターネット経由で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのライセンス取得時に指定され

た端末数とユーザーアカウント数の両方またはいずれかに対して本ソフトウェアを使用する権利を保有します。 

2.4. 

お客様は、バックアップ目的でのみ、また合法的に所有する本ソフトウェアのコピーが紛失、破損、または使用

不可能になったために差し替える場合に限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権利を保有します。

このバックアップコピーは、他の用途に用いてはならず、本ソフトウェアを使用する権利を失った場合や、お客

様が本ソフトウェアを使用している国または地域で施行されている法令による以外の理由で、お客様のライセン

スが期限切れまたは打ち切りとなった場合は、破棄しなくてはなりません。お客様が、本ソフトウェアがインス

トールされた端末を譲渡または売却する場合は、ライセンスの譲渡にかかわる第 2.5 条の該当条件が適用され

ない限り、本契約に基づきお客様がインストールした本ソフトウェアのすべてがあらかじめインストール先の端

末から削除されていることを確認してください。 

2.5. 

お客様は、権利者がお客様に許諾したライセンスの範囲内に限り、また、受贈者が本契約のすべての条項に拘束

されることに同意し、受贈者が、権利者から許諾されたライセンスのすべてをお客様から引き継ぐ場合にのみ、

本ソフトウェアを使用する非独占的使用許諾を第三者へ譲渡できます。権利者からお客様に付与された本ソフト

ウェアを使用するための権利を、お客様が完全に譲渡した場合、お客様は、バックアップコピーを含むすべての

本ソフトウェアのコピーを破棄しなければなりません。お客様が譲渡されたライセンスの受贈者の場合は、本契

約のすべての条項を順守することに同意しなければなりません。本契約のすべての条項に拘束されることにご同
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意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストールまたは使用してはいけません。お客様が受贈者の場合は、

さらに、本ソフトウェアを権利者から最初に購入したエンドユーザーが所持していた以上の権利や条件を保有し

ないということに同意するものとします。ただし、お客様が本契約書における「プライベートライセンス」、「フ

ァミリーライセンス」または「プレミアライセンス」をご使用になる場合は、お客様自身（プライベートライセ

ンスの場合）、またはお客様の世帯（ファミリーライセンスまたはプレミアライセンスの場合）が所有し、かつ利

用する端末にのみ、ライセンスを適用できるものとします。さらに、お客様が前述の通り、プライベートライセ

ンス、ファミリーライセンスまたはプレミアライセンスの使用権を第三者へ譲渡する場合は、当該ライセンスに

付随して権利者が発行した追加アクティベーションコード（該当する場合）を含め、所有権および使用権を放棄

し、完全に譲渡するものとします。 

2.6. 

本ソフトウェアのアクティベーション後、パッケージに記載された期間（本ソフトウェアを物理的媒体で入手し

た場合）または購入時に確認された期間（本ソフトウェアをオンラインで入手した場合）にわたってお客様は権

利者またはその代理店から自動アップデートおよび本ソフトウェアの最新版を受け取ることができ、条項 A の

第 6 条に従ってテクニカルサポートを受けることができます。 

2.7. 

本ソフトウェアの利用に際して、お客様のユーザーアカウントを使用して本ソフトウェアを Web ポータルに接

続することが必要になる場合があります。 

 

3.アクティベーションおよびライセンス有効期間 

3.1. 

お客様がご自身の端末に変更を加えた場合、または端末にインストールされた他の製造元のソフトウェアの変更

を行った場合、本ソフトウェアの再アクティベーションが必要となる場合があります。また、再アクティベーシ

ョンの回数には権利者が制限を設ける場合があります。 

3.2. 

本ソフトウェアが物理的媒体によって取得された場合、本契約に同意すると、パッケージに指定された期間中、

本ソフトウェアを使用できます。 

3.3. 

本ソフトウェアがインターネット経由で受領または取得された場合、本契約に同意すると、取得の過程で指定さ

れた期間中、本ソフトウェアを使用できます。 

3.4. 

お客様が本ソフトウェアを代理店から受け取った場合は、本ソフトウェアを有効に使用できる期間は、お客様と

代理店の間で合意されたものとします。 

3.5. 

ライセンス証書がある場合は、本ソフトウェアの使用期間はライセンス証書に指定されています。 

3.6. 

定額契約が締結される場合は、本ソフトウェアの使用期間は定額契約の確認時に指定されています。 

3.7. 

お客様が権利者から本ソフトウェアのテスト用バージョンを受け取った場合の使用期間は、権利者の Web サイ

トの関連項目に明記されているか、ユーザーガイドに記載される方法で確認することができます。 

3.8. 

条項 A の第 2.1 条に従って評価の目的でアクティベートされた本ソフトウェアの有料版の体験期間は、ユーザ

ーガイドに記載されている方法で参照できます。 

3.9. 

本ソフトウェアのライセンスの有効期限満了後は、本ソフトウェアの使用を一定期間続けられることがあります

が、本ソフトウェアの機能は制限される可能性があります。詳細については、help.kaspersky.com を参照してく

ださい。 

3.10. 

2 台以上の端末に適用が可能なライセンスを購入した場合は、1 台目の端末でアクティベーションを実施した日

を起算とする有効期間か、ライセンス証書がある場合はライセンス証書に指定されている期間が適用されます。 

3.11. 
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お客様が本契約の契約条件のいずれかに違反した場合、権利者が保有できる法律または衡平法における他のあら

ゆる救済方法を妨げることなく、お客様に通知することなく、また、ライセンス費用またはその一部を返金する

ことなく、本ソフトウェアを使用するライセンスを打ち切る権利を保有するものとします。 

3.12. 

お客様は、日本語版にのみ有効なアクティベーションコードと共に本ソフトウェアを取得したことに同意するも

のとします。このアクティベーションコードを使用して、日本国内でのみ本ソフトウェアをアクティベートでき

ます。 

3.13. 

条項 A の第 3.12 条に従い、特定の通信事業者が運営するサービスなどで本ソフトウェアを取得した場合、当

該ソフトウェアの使用は、サービスなどを提供する通信事業者が指定する期間および環境に限定されます。 

3.14. 

権利者は、お客様に使用される本ソフトウェアのコピーの合法性について確認する手段を使用し、本ソフトウェ

アの使用が合法的であることを認証する権利を保有します。 

本ソフトウェアは、本ソフトウェアの使用が合法的であることを確認するために必要な情報を権利者宛に転送す

る場合があります。 

前述の確認が妥当な期間内に完了できない場合は、本ソフトウェアの機能が制限される場合があります。 

 

4.位置情報、カメラ、GPS 機能を使用するソフトウェア機能、および端末上のデータ送信または Web ポータル

（該当する場合）との接続を実施する機能 

4.1. 

お客様は、本ソフトウェアを従来の用途で使用し、地域の法令に反しないことに同意するものとします。 

4.2. 

アカウントの登録手続き中に提供されたお客様のメールアドレスおよびその他のデータは、権利者の信頼済みサ

ードパーティのサービスプロバイダーに転送され、処理されることがあります。サードパーティのサービスプロ

バイダーは、お客様のお住まいの地域より個人データ保護のレベルが低い国でデータを処理することがあります。 

4.3. 

お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかの Web リソースを採用することによって、お客様のアカ

ウントを使用して行われるいかなる操作にも責任を負う必要があります。お客様は、お客様のアカウントが許可

なく使用された場合も、権利者が責任を負わないことに同意するものとします。 

 

5.仮想プライベートネットワーク（VPN）の機能の使用（該当する場合） 

この第 5 条の規定は、本ソフトウェアに「仮想プライベートネットワーク」の機能が含まれる場合に適用されま

す。この機能が利用できるかどうかについては、ユーザーガイドをご確認ください。 

5.1. 

仮想プライベートネットワーク（以下、「VPN」といいます）機能を使用する際には常に、知的財産、個人データ、

インターネット上の自動公衆送信などの分野を含む、またこれに限定されない国際法、国内法、地域のすべての

法令および法律に拘束されるものとします。さらに、次に示す場合を含む、またこれに限定されない場合におい

てVPN機能の使用が禁止されます： 

• いかなる行為であれ、VPN サーバーが設置されている、または VPN 機能が利用される国において適用される

法律、国際または国内の法律または法令に反する場合 

• いかなる手段であれ、未成年者に危害を加える、または危害を加えようとする目的がある場合 

• 悪意のあるコンピュータープログラム、または類似する技術的に有害で悪意のあるプログラムコードを故意に

導入する目的で VPN を悪用する場合 

• リバースエンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル、変更、インタープリテーション、その他のいかな

る手段であれ、 VPN 機能のソースコードを検出しようとする行為、および VPN 機能の派生的な動作を誘発させ

ようとする場合 

• 不正アクセス、サードパーティへの損害や妨害、VPN 機能または VPN サービスを妨害する場合。このような不

正行為は警察当局に報告し、これらの機関にお客様に関する情報を開示することで協力します。不正行為が確認

された場合は、VPN 機能を使用する権利および VPN サービスを即座に停止します。 

• いかなるコンテンツであれ、違法、有害、脅迫的、虐待、ハラスメント、拷問、中傷、低俗、卑猥、誹謗、他
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人のプライバシーの侵害、ヘイト、人種差別、民族差別などの性質を持つ緊張状態を煽動または誘発する指向性

がある、またはその可能性があるものを、アップロード、投稿、メール送信、その他の方法で発信する場合 

• 身分証明が適用法令で必要とされる際に、いかなる人物または団体であれ、なりすましたり、またはその関係

者であることを詐称したりする場合 

• VPN システム経由で送信されるいかなるコンテンツであれ、その作成元を偽装する目的で、識別子を改造また

は改竄する場合 

• いかなる団体であれ、その特許、商標、企業秘密、著作権、その他の知的財産を侵害するコンテンツを、アッ

プロード、投稿、メール送信、その他の方法で発信する場合 

• 未承諾または未承認広告、ジャンクメール、スパム、チェーンレター、無限連鎖講など販売促進材料をアップ

ロード、投稿、メール送信、その他の方法で発信する場合 

• VPN システム、VPN サーバーまたは VPN ネットワークを妨害したり混乱させたり、VPN システムに接続して

いるネットワークの要件や手順、ポリシーや規則に違反したりする場合 

• 本人の同意なく個人情報を収集したり保存したりする場合  

• 非合法な活動を推奨するような情報を宣伝および提供したり、集団または個人を問わず物理的に危害を加えた

り負傷させたりすることを推奨したり、動物虐待を推奨したりする場合 

5.2. 

VPN 機能は、AnchorFree Inc. （以下「VPN プロバイダー」といいます）（https://www.pango.co）というサード

パーティの事業者の通信環境を使用して提供されます。VPN 機能がユーザーガイドに記載されている手段によっ

て接続を確立または維持するたびに、お客様は VPN プロバイダーの通信環境へアクセスし、または VPN プロバ

イダーの通信環境を使用していることになります。 

権利者は、お客様のサードパーティのサービスの使用に関して責任を負わないものとします。このようなサード

パーティのサービスの提供に際して、個別のライセンス使用許諾契約または同等の契約が適用されます。お客様

は、VPN プロバイダーの通信環境を含むサードパーティの通信環境にアクセスしてその通信環境を使用する際に、

お客様がアクセスまたは使用することを選択したサードパーティの通信環境の提供元が定める規定に同意する必

要があります。 

5.3. 

権利者は、お客様がお使いの回線事業者または携帯電話事業者の問題に起因する、サードパーティのサービスへ

のアクセスの遅延、障害および拒否に関して責任を負わないものとします。 

 

6.テクニカルサポート 

6.1. 

テクニカルサポートは、権利者のサポートサービス規約に従って提供されます（体験期間中の本ソフトウェアは

テクニカルサポートの対象外です）。 

テクニカルサポートサービスおよびその規約に関しては、support.kaspersky.co.jp を参照してください。 

6.2. 

権利者および代理店の両方またはいずれかの Web リソース上に保管されたお客様の情報は、お客様からのテクニ

カルサポートへのお問い合わせ時の照会にのみ利用されることがあります。 

 

7.サードパーティのオンラインサービスの機能の使用について（該当する場合） 

7.1. 

本ソフトウェアの機能を、サードパーティの FTP サーバーやオンラインデータ保管サービスを使用したデータ

保管および/またはバックアップと関連付けて使用している場合、そのリソース上にあるデータのセキュリティ

（機密性、整合性、アクセシビリティ）に関して権利者が責任を負わないことにご注意ください。その情報への

アクセスおよび保護に関してはかかるサービスの利用規約に準拠します。 

FTP サーバーやオンラインサービスを使用する前に、お客様自身でこれらのサービスの安全方針をご確認くださ

い。 

 

8.情報および広告の受信 

8.1. 

お客様は、保護レベルを向上させるため、権利者および代理店の両方またはいずれかより本ソフトウェア経由で
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情報を受信することを認知し、承諾し、これに同意するものとします。 

 

9.独自のセキュリティ機能の使用 

9.1. 

セキュリティ機能を使用する場合、お客様は、セキュリティ向上に推奨される項目の生成に必要な情報を自動的

に提供することに同意することとします。これらの項目は、本ソフトウェアがユーザーアカウントを使用して接

続する Web ポータルで表示されます。推奨される項目に関する情報は、テクニカルサポートがお客様からの要

求を処理する際にのみ、使用される可能性があります。 

 

10.制限事項 

10.1. 

お客様は、放棄不可能な権利を適用法で許可された場合を除き、本ソフトウェアのエミュレート、複製、貸与、

レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリングを行ったり、本

ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすることはできません。また、前述の制限事項が適用法によ

り明示的に禁止された場合を除き、ソフトウェアの一部を可読可能な形式に変換すること、ライセンスされたソ

フトウェアまたはそのサブセットを第三者に譲渡すること、またはそのような行為を第三者に許可することはで

きません。本ソフトウェアのバイナリコードおよびソースコードのいずれについても、独占所有物である本プロ

グラムアルゴリズムの再作成に使用すること、またはそのためにリバースエンジニアリングすることはできませ

ん。本書に明示されていないすべての権利は権利者およびその供給元の両方またはいずれかが保有するものとし

ます。前述のような本ソフトウェアの不正使用を行うと、本契約および本契約により許諾されるライセンスが即

時に自動解除されるものとします。さらに、お客様に対して刑事訴追および民事訴訟がなされる場合があります。 

10.2. 

お客様は、本契約の条項 A の第 2.5 条で規定する場合を除き、本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡

することはできません。 

10.3. 

アクティベーションコードは権利者の秘密情報とみなされ、お客様は本契約の条項 A の第 2.5 条で規定する条

件の下でアクティベーションコードを第三者に譲渡できる場合を除き、これを第三者に提供またはアクセス可能

にしないものとし、アクティベーションコードを保護するために妥当な注意を払うものとします。お客様は、本

ソフトウェアの使用期間中に、アクティベーションコードの秘密維持に関して責任を負うこととします。 

10.4. 

お客様は、ユーザーガイドに記載される脅威の検知、ブロック、処理に使用されるデータまたはソフトウェアの

作成に本ソフトウェアを使用しないものとします。 

10.5. 

本ソフトウェアの知的所有権を侵害した場合、法に従って、民事責任、行政法上の責任、刑事責任が発生します。 

10.6. 

お客様は、本ソフトウェアが欧州連合（EU）圏内でのインストールおよび使用を意図したものでないことに同意

したものとします。 

 

11.限定保証と免責条項 

11.1. 

権利者は、本契約に別段の記載がない限り、かつお客様が本ソフトウェアに関してサポート対象のバージョンを

使用し、最新のアップデートをインストールしていることを条件として、本ソフトウェアがユーザーガイドに従

って実質的に機能することを保証します。対応中バージョンのリストは support.kaspersky.co.jp で確認でき

ます。 

11.2. 

お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアおよびその機能の改良、パッチおよび改変ならびに本ソフトウェ

アの新バージョンの自動ダウンロードおよびインストールを行う自動アップデート設定が有効になっている状態

で提供されることに同意するものとします。 

11.3. 

お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアの基本的な機能に必要な Web ブラウザー用拡張機能を必要に応
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じて自動的にダウンロードすることに同意するものとします。 

11.4. 

お客様は、エラーのないソフトウェアは存在しないことを認知し、承諾し、これに同意し、お客様にとって適切

な頻度と信頼性に基づき、端末内のファイルおよび OS の設定のバックアップをとるようアドバイスを受けたこ

とを認めるものとします。 

11.5. 

お客様がユーザーガイドまたは本契約の条件に違反している場合、権利者は、本ソフトウェアの正常動作を保証

しません。 

11.6. 

お客様が本契約の条項 A の第 2.6 条に指定のアップデートを定期的にダウンロードしていない場合は、権利者

は、本ソフトウェアの正常動作を保証しません。 

11.7. 

本契約の条項 A の第 3 条に指定されている期間が経過している場合は、権利者は、本ソフトウェアが、ユーザ

ーガイドに規定の仕様および説明に従って機能することを保証しないものとします。 

11.8. 

お客様は、本ソフトウェアは権利者の標準設定が既定で適用された状態で提供され、お客様独自の要件を満たす

ために本ソフトウェアの設定を変更する場合はお客様ご自身の責任において実施することを認めるものとします。 

11.9. 

お客様は、本ソフトウェアがその動作のために必要な処理を実行することを認め、これに同意するものとします。 

11.10. 

本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、権利者は、その使用または性能に関し言質を与えず、保証を行いま

せん。適用法により、除外または限定が行えない範囲の保証、条件、言質、契約条件を除き、権利者およびその

代理店は、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、十分な品質、完全性、特定目的への合致性を含むが、

それに限らない事柄に関し、一切の保証、条件設定、言質、契約条件設定（明示的または黙示的を問わず、また、

法令、普通法、習慣、利用その他にかかわらず）を行いません。お客様は意図した結果を得るために本ソフトウ

ェアを選択したこと、また、そのインストール方法、使用方法、および得られた結果について、その性能に関し、

すべての責任とリスクを負うこととします。前項の規定を制限することなく、権利者は、本ソフトウェアにはエ

ラーがないことや、障害その他の故障がないこと、または、権利者に開示されているか否かにかかわらず、お客

様の要件の一部またはすべてを満たしているかどうかについて、一切の保証を行わず、言質を与えないものとし

ます。 

 

12.免責事項 

12.1. 

適用法により許可される最大範囲において、権利者または代理店は、いかなる場合でも、特別的、偶発的、懲罰

的、間接的または結果的ないかなる損害（利益、秘密情報またはその他の情報の損失、ビジネスの中断、プライ

バシーの喪失、データまたはプログラムの破損、損害および損失、法的義務、誠実義務または合理的な注意義務

の違反、過失、経済的損失およびその他金銭的な損失またはその他の損失による損害を含むがこれに限定されな

い）の可能性について通知されていたとしても、その損害の責任を負いません。ここで損害とは、本ソフトウェ

アの使用もしくは使用不能またはサポートもしくはその他サービス、情報、ソフトウェアおよびソフトウェアを

通じた関連コンテンツの提供もしくは提供不能に直接起因するもしくは何らかの形で関連して発生する損害、ソ

フトウェアの使用に起因するその他の損害、本契約のいずれかの条項に従ってもしくは関連して発生するその他

の損害、契約違反もしくは不法行為（過失、虚偽表示、厳格責任の義務または債務を含む）、法的義務の違反また

は権利者もしくは代理店の保証の不履行に起因する損害を指します。 

 

お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかが責任を負う場合でも、権利者および代理店の両方または

いずれかの当該責任は本ソフトウェアの価格に制限されることに同意するものとします。いかなる場合であって

も、権利者および代理店の両方またはいずれかの当該責任は、本ソフトウェアの入手時にお客様が権利者および

代理店の両方またはいずれか（場合に応じて）に支払った金額を上限とします。 

 

本契約は、死亡または身体障害に対するいかなる請求も除外または制限するものではありません。さらにまた、
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本契約の免責事項、除外事項または制限事項が適用法により除外または制限不可能な場合、そのような免責事項、

除外事項、または制限事項のみお客様に適用されず、その他の免責事項、除外事項、および制限事項は、引き続

きお客様に適用されるものとします。 

 

13.GNU およびその他のサードパーティライセンス 

13.1. 

本ソフトウェアは、GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）または同様のフリーソフトライセンスに基づきお客様にライ

センスされている（またはサブライセンスされている）ソフトウェアプログラムを含む場合があります。これら

のプログラムは、お客様に対し、一定のプログラムまたはその一部をコピー、変更、再配信することをその他の

権利と共に許可し、またソースコードへのアクセスを許可しています（オープンソースソフトウェア）。バイナリ

形式の実行ファイルで配信されるかかるソフトウェアに関し、そのライセンスで指示がある場合、ソースコード

をそれらのソフトウェアを使用するお客様が利用できるようにしなくてはならず、この場合、ソースコードは本

ソフトウェアに付属しているか source@kaspersky.com までリクエストを送付し入手することが可能です。オー

プンソースソフトウェアライセンスが権利者に対し、オープンソースソフトウェアプログラムを使用、コピー、

変更する権利を提供するよう要求し、かかる権利が、本契約で認められている権利よりも許諾範囲が広い場合、

かかる権利は、本書における権利および制限に対し優先するものとします。 

 

14.知的財産権 

14.1. 

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる著作物、システム、アイデア、操作方法、文書、およびその他

の情報は、権利者またはその供給元の独占所有物である知的財産および重要な企業秘密の両方またはいずれかで

あって、また、権利者および該当する場合その供給元は、刑法および民法によって、また、ロシア連邦、EU、ア

メリカ合衆国およびその他の国の著作権、企業秘密、商標、特許法および国際条約によって保護されることにお

客様は同意するものとします。本契約は、お客様に対し、権利者やその供給元の商標や商号（「本商標」）を含む、

知的財産権への権利を与えるものではありません。お客様は、商標に関する認められた慣習に従って、本ソフト

ウェアが生成した印刷物を商標所有者の名前などにより特定する場合に限り、本商標を使用できます。このよう

な形で本商標を使用することにより、本商標の所有権がお客様に与えられるものではありません。権利者および

その供給元は、本ソフトウェアに関連するすべての権利、権限、および利益を所有し継続してこれを保有します。

これには、権利者が行ったかまたは第三者が行ったかにかかわらず、本ソフトウェアへのエラー修正、拡張機能、

アップデート、またはその他の修正が含まれ、また、すべての著作権、特許、企業秘密権、商標権、その他の知

的財産権が含まれます。お客様による本ソフトウェアの所有、インストール、使用は、お客様に対して本ソフト

ウェアの知的財産権の所有権を移譲するものではなく、お客様は、本契約に明示的に規定されたものを除き、本

ソフトウェアに対するいかなる権利も取得しないものとします。本契約に基づいて作成された本ソフトウェアの

すべてのコピーには、本ソフトウェアに表示されるものと同じ著作権表示を行わなくてはなりません。本契約は、

本ソフトウェアに対する本書に記載される以外の知的所有権をお客様に付与するものではなく、本契約に基づき

付与されるライセンスは、本契約の条件に従った限定的使用権のみを提供するものであることをお客様は認める

ものとします。権利者は、本契約において明示的に付与された権利以外のすべての権利を保有するものとします。 

14.2. 

お客様は、いかなる形でも本ソフトウェアを修正または改竄しないことに同意し、本ソフトウェアのコピー上の、

著作権表示その他独占所有権表示を削除または変更することもできません。 

 

15.準拠法 

15.1. 

条項 A の第 15.2 条および第 15.3 条に定める場合を除き、本契約は、お客様が本ソフトウェアを取得した以

下に定める国または地域の法律により管轄および解釈され、法の抵触に関する原則の適用は受けません： 

a. 

ロシア。お客様が本ソフトウェアをロシアで取得された場合、ロシア連邦の法律が適用されます。 

b. 

アメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島。お客様が本ソフトウ

ェアをアメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島で取得された場
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合、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州の法律が適用されます。ただし、消費者保護、不正競争防止、または

類似の州の法律に関する請求については、お客様が居住する州の法律が適用されます。法に認められる最大限の

範囲内において、権利者およびお客様は陪審裁判の権利を放棄することに明示的に合意するものとします。 

c. 

カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで取得された場合、オンタリオ州の法律が適用されます。 

d. 

メキシコ。お客様が本ソフトウェアをメキシコで取得された場合、メキシコ合衆国の法律が適用されます。 

e. 

欧州連合（EU）。お客様が本ソフトウェアを EU 加盟国で取得された場合、イングランド法が適用されます。 

f. 

オーストラリア。お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで取得された場合、ライセンスを取得された州また

は特別地域の法律が適用されます。 

g. 

香港特別行政区およびマカオ特別行政区。お客様が本ソフトウェアを香港特別行政区またはマカオ特別行政区で

取得された場合、香港特別行政区の法律が適用されます。 

h. 

中華民国。お客様が本ソフトウェアを中華民国で取得された場合、中華民国の法律が適用されます。 

i. 

日本。お客様が本ソフトウェアを日本で取得された場合、日本国の法律が適用されます。 

j. 

その他の国または地域。お客様が本ソフトウェアを上記以外の国で取得することを選択した場合、購入の行為が

発生した国の実体法が適用されます。 

15.2. 

前条の定めにかかわらず、本契約が適用または解釈される国または地域において、当該の国または地域の強制的

な法律または公序良俗が、本契約に定める法律の適用を禁止する場合、当該の強制的な法律または公序良俗によ

って要求される範囲内において、当該の国または地域の法律が代わりに適用されるものとします。同様に、お客

様が個人の場合、お客様が居住する国において、その国の法律の下でお客様が実行しなければならない可能性の

ある行為の強制的な権利は、条項 A の第 15.1 条の条項によって影響を受けません。 

15.3. 

本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠せず、当該条約の適用を明示的に除外します。 

15.4. 

本ソフトウェアに関連して問題が発生した際に、お客様は権利者またはその代理店にのみ直接連絡する義務を負

うものとします。 

 

16.訴訟期間 

16.1. 

本契約のどちらかの当事者に対し起こされる、本契約に基づく取り引きに由来する訴訟は、その形式を問わず、

訴訟の原因が発生、または発生したことが発見されてから一年（1 年）以上経過した後には起訴されないものと

します。ただし、知的所有権の侵害訴訟は、適用可能な法定期間の最大限まで起訴できるものとします。 

 

17.完全合意条項、分離条項、権利不放棄 

17.1. 

本契約は、お客様と権利者との間の完全なる合意であり、口頭または書面による、本ソフトウェアまたは本契約

の主題に関する、それ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。お客様は本契約を読み、

理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。裁判管轄権のある裁判所によって、本契約の条項

の一部または全部が、何らかの理由で、効力を欠いている、無効である、または執行不能であるとされた場合も、

合法かつ執行可能になるようにかかる条項を狭く解釈することで、この理由により契約全体が無効とはならず、

本契約の残りの部分は、できる限りその元の意味を維持しながら、法および衡平法で許される最大限まで、完全

なる効力を持続するものとします。本書の条項または条件の権利放棄は、書面により、お客様と権利者の権限を

与えられた代表者の両方の署名によらない限り、有効ではないものとし、本契約の条項違反に対する異議申し立
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ての権利放棄は、以前、現在（同時進行）、および将来の権利放棄を構成しないものとします。本契約の条項また

は権利の厳守について、その不履行を権利者が指摘しなかったことは、かかる条項または権利の権利放棄として

解釈されないものとします。 

 

18.集団訴訟（クラスアクション）の放棄および調停 

18.1. 

お客様がアメリカ合衆国にお住まいの場合、この 第 18 条が適用されます。お客様と権利者の間またはお客様

と権利者に関連するサードパーティの間で、権利者の製品やサービスまたは本契約の内容に関する争議や苦情ま

たは議論が発生した際、両者間で適切な期間で解決に至らなかった場合に、お客様および相手当事者は、連邦仲

裁法（Federal Arbitration Act、「FAA」）に基づいて米国仲裁協会（American Arbitration Association、「AAA」）

において、個別の仲裁に同意したこととし、法廷で裁判官や陪審員の前で訴訟を起こすことがないものとします。

集団訴訟、集団調停、民間代理人の訴訟、すべての当事者による事前の同意を得ることなく個別の訴訟を合わせ

た訴えを起こすこと、または誰かが代理をして訴訟手続きを実行することなどを含む、またこれに限定されない

全ての訴訟を起こすことは許可されません。本契約に同意することで、お客様は前述の集団訴訟または多数当事

者訴訟を起こしたり、訴訟に参加したりしないことに同意したものとし、最終的にお客様向けに救済措置の裁定

が下された場合は、本条項に記載されている通りお客様個別に適用されるものとします。両当事者の間で個別の

仲裁手続きが発生した場合、中立仲裁人が決定し、その決定は FAA に基づく制限された控訴権以外は最終決定

となります。本契約および AAA の規定の間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。 

18.2. 

権利者の知的財産権、その行使や効力等に対するあらゆる争議や苦情または議論が発生した場合、もしくは権利

者の製品またはサービスの不正な使用に起因するあらゆる形態での苦情（盗難や著作権侵害などを含むがこれに

限定されない）が発生した場合は、本条の内容が適用されないものとします。 

 

19.権利者の連絡先 

本契約に関する質問がある場合や、何らかの理由で権利者に連絡する場合は、以下に記載する権利者の顧客サー

ビス部門まで連絡してください。 

AO Kaspersky Lab, Bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, 

Moscow, 125212 

ロシア連邦 

メールアドレス：info@kaspersky.com 

Web サイト：www.kaspersky.com 

 

条項 B. データ処理に関する条件 

 

情報提供（該当する場合） 

情報保護の強化、および本ソフトウェアおよびサービスの性能向上のために、お客様は次の統計的、管理的性質

を持つ情報を自動的に権利者に提供すること、またサードパーティのサービスプロバイダーに提供する場合があ

ることに同意するものとします：インストールされたプログラム、ライセンスデータ、検知した脅威と感染に関

する情報、処理されたオブジェクトのハッシュ値、端末自体とそれに接続されたデバイスに関する技術的情報、

端末のオンライン活動に関する情報。詳細な情報については、help.kaspersky.com を参照してください。 

新しい脅威とその発生源の検知性能を向上させ、お客様のセキュリティ保護レベルおよび本ソフトウェアの性能

を向上させるため、お客様は 「Kaspersky Security Network に関する声明」に指定される情報を権利者宛てに

自動的に提供することに同意するものとします。 

また、お客様は、本ソフトウェアの設定画面からいつでも Kaspersky Security Network サービスの有効化、無

効化を切り替えることもできます。 

お客様は、権利者がその単独かつ排他的裁量において、権利者が収集した情報をセキュリティリスクの傾向の追

跡および関連レポートの公開のために採用できることを認め、これに同意するものとします。 

前述情報をKaspersky Security Network サービスに対して提供させないようにするには、Kaspersky Security 

Network サービスを有効にしないでください。すでに有効になっている場合は Kaspersky Security Network サ

ービスを無効にしてください。 
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権利者は、法定要件および権利者の該当する規定に従って、収集した情報を保護します。データは安全な通信で

転送されます。 

(c) 2019 AO Kaspersky Lab. 

 

 

■Android版 

 

お客様への法律上の重要なお知らせ：本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書を注意深くお読

みください。 

本契約を締結するにあたり、お客様は成人である必要があります。お客様が未成年である場合は、お客様の保護

者または法的後見人が本契約を確認し、合意する必要があります。お客様の保護者または法的後見人は、お客様

の代わりに本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を負うものとします。 

お客様がライセンス契約ウィンドウの［同意する］ボタンをクリック、または対応する記号を入力した時点で、

お客様ご自身が成人であることを証明して、お客様ご自身もしくはお子様の代理として本契約に合意し、この契

約条件に拘束されることに同意したことになります。当該行為はお客様の署名を示すものであり、お客様は本契

約に拘束され、その当事者となることに同意し、また、本契約書が署名入り契約文書と同様の執行力を持つこと

に同意するものとします。本契約の諸条件に同意されない、またはお客様が未成年である場合は、本ソフトウェ

アのインストール作業を中断し、本ソフトウェアをインストールしないでください。 

ライセンス契約ウィンドウの［同意する］ボタンをクリックするか、または対応する記号を入力すると、本契約

の契約条件に従って本ソフトウェアを使用する権利を得られます。 

本ソフトウェアに書面形式のライセンス契約書またはライセンス証書が付属する場合は、そのライセンス契約書

またはライセンス証書に定義されているソフトウェア使用条件が、本契約よりも優先します。 

 

条項 A. 一般条件 

 

1定義 

1.1. 

本ソフトウェアとは、アップデートおよびその関連資料を含む、権利者が製造するソフトウェアを意味します。 

1.2. 

本ソフトウェアの無料版とは、権利者によってエンドユーザーに対して無料で提供される本ソフトウェアの機能

モードを意味します。 

1.3. 

本ソフトウェアの有料版とは、有効期間中の有償ライセンスまたは以下の条項 2.1に指定される体験期間のアク

ティベーションが完了し、無料版に対する拡張機能が利用可能になった本ソフトウェアの機能モードを意味しま

す。 

1.4. 

権利者（独占的であるか否かを問わず、本ソフトウェアに関するすべての権利の所有者）は、ロシア連邦法に基

づいて設立された企業、AO Kaspersky Lab を意味します。 

1.5. 

端末とは、本ソフトウェアをインストールまたは使用するハードウェアを意味し、パソコン、ノート PC、ワーク

ステーション、個人用デジタル機器、スマートフォン、ハンドヘルド装置、その他、本ソフトウェアが対応する

電子装置を含みます。 

1.6. 

Web ポータルとは、お客様によってインストールされた本ソフトウェアおよび許諾されたライセンスの管理、第 

4 条に記載の本ソフトウェアから取得された情報の収集および保管、ならびにテクニカルサポートへの問い合わ

せの目的に使用され、権利者が提供する Web サービスを意味します。Web サービスとして、ウェブ管理メニュ

ー、マイ カスペルスキーおよびカスペルスキー スモール オフィス セキュリティ管理コンソールが使用されま

す。また、その他の任意の Web サービスが上記の目的に使用される場合があります。 

1.7. 
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エンドユーザー（お客様）とは、自身のために本ソフトウェアをインストールまたは使用する個人または本ソフ

トウェアのコピーを合法的に使用する個人を意味します。また、本ソフトウェアをダウンロードまたはインスト

ールし、本契約に同意する人物を代表として承認した組織を意味します。本契約の目的において「組織」とは、

合名会社、有限会社、企業、協会、合資会社、信託会社、合弁会社、労働組合、法人化されていない組織、政府

当局を含みますがこれらに限りません。ただし「プライベートライセンス」（プライベート版）、「ファミリーライ

センス」（ファミリー版）および「プレミアライセンス」（プレミア版）では法人での利用はできません。プライ

ベートライセンス、ファミリーライセンス、プレミアライセンスのそれぞれの利用範囲は第 2.5 条を参照して

ください。 

1.8. 

代理店とは、権利者との契約およびライセンスに基づき本ソフトウェアを販売する法人または個人を意味します。 

1.9. 

アップデートとは、すべてのアップグレード、機能改修、パッチ適用、機能拡張、バグ修正、変更、コピー、追

加、メンテナンスパックの適用などを意味します。 

1.10. 

ユーザーガイドとは、ユーザーガイド、管理者用ガイド、リファレンスブックおよび関連する説明資料またはそ

の他の資料を意味します。 

1.11. 

猶予期間とは、有料版のソフトウェアの有効期間の終了時から開始する限定された期間のことを意味します。こ

の期間中は、本ソフトウェアで使用可能な機能は変更されません。 

1.12. 

ユーザーアカウントとは、Web ポータルに登録する際にお客様が提供した情報を使用して作成された、Web ポー

タルの個人セクションを意味します。お客様がユーザーアカウントを使用して Web ポータルにアクセスすると、

第 1.6 条に記載される操作を実行することができます。 

 

2ライセンスの付与 

2.1. 

権利者は、本ソフトウェアがインストールされたお客様の端末を、ユーザーガイドに記載される脅威から、ユー

ザーガイドに記載されるすべての技術要件に従って、かつ本契約の諸条件に従って保護するために、指定された

数の端末に本ソフトウェアを（「使用」するために）保存、読み込み、インストール、実行、表示する非独占的使

用許諾（「ライセンス」）をお客様に付与し、お客様はそのライセンスを受諾します。 

本ソフトウェアをテスト目的で使用する場合、権利者はお客様がユーザーガイドに記載されるすべての技術要件、

および本契約に記載される利用規約に従う条件のもと、本ソフトウェアのテストを目的にして、本ソフトウェア

を（「使用」するために）保存、読み込み、インストール、実行、表示する非独占的使用許諾（「ライセンス」）を

付与し、お客様はそのライセンスを受諾します。 

体験期間（該当する場合）。本ソフトウェアの有料版に体験期間が設けられている場合は、最初にインストールし

た日より 1 回の体験期間に限り、評価目的のみに本ソフトウェアの有料版の機能を使用できることとします。

ただし、該当体験期間の利用目的は評価に限り、体験期間終了後の使用は厳しく禁止します。 

複数の環境で使用するソフトウェア、多言語ソフトウェア、デュアルメディアで使用するソフトウェア、複数コ

ピー、バンドル版。お客様が、本ソフトウェアの異なるバージョンもしくは異なる言語版を使用する場合でも、

または複数のメディアで本ソフトウェアを受領した場合でも、または本ソフトウェアの複数のコピーを受領した

場合でも、または他のソフトウェアにバンドルされた本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフトウェアのす

べてのバージョンをインストールすることが許可される端末の合計台数は、権利者から取得したライセンス上の

端末数に一致するものとします。ライセンス条件で別段の規定がない限り、取得されたライセンス数に応じて、

第 2.2 および 2.3 条で規定する台数の端末にインストールし、使用する権利が与えられます。 

2.2. 

本ソフトウェアを物理的媒体で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのパッケージに指定、または追加の契約

書に指定された台数の端末を保護するために本ソフトウェアの有料版を使用する権利を保有します。 

2.3. 

本ソフトウェアをインターネット経由で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのライセンス取得時に指定、ま

たは追加の契約書に指定された台数の端末を保護するために、本ソフトウェアの有料版を使用する権利を保有し
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ます。 

2.4. 

お客様は、バックアップ目的でのみ、また合法的に所有する本ソフトウェアのコピーが紛失、破損、または使用

不可能になったために差し替える場合に限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権利を保有します。

このバックアップコピーは、他の用途に用いてはならず、本ソフトウェアを使用する権利を失った場合や、お客

様が本ソフトウェアを使用している国または地域で施行されている法令による以外の理由で、お客様のライセン

スが期限切れまたは打ち切りとなった場合は、破棄しなくてはなりません。お客様が、本ソフトウェアがインス

トールされた端末を譲渡または売却する場合は、ライセンスの譲渡にかかわる第 2.5 条の該当条件が適用され

ない限り、本契約に基づきお客様がインストールした本ソフトウェアのすべてがあらかじめインストール先の端

末から削除されていることを確認してください。 

2.5. 

お客様が本契約書における「プライベートライセンス」、「ファミリーライセンス」または「プレミアライセンス」

をご使用になる場合は、お客様自身（プライベートライセンスの場合）、またはお客様の世帯（ファミリーライセ

ンスまたはプレミアライセンスの場合）が所有し、かつ利用する端末にのみ、ライセンスを適用できるものとし

ます。 

2.6. 

本ソフトウェアの使用に際して、お客様がご自身のユーザーアカウントを使用して、本ソフトウェアと Web ポー

タルを接続することが必要になる場合があります。 

2.7. 

お客様は、本ソフトウェアのインストール実施日を初日とし、権利者または代理店より次のサービスを受ける権

利を与えられます： 

- 権利者により Web サイトまたは他のオンラインサービスを介したアップデートが公開された時、インターネ

ット経由で本ソフトウェアのアップデートを受け取れます。受け取ったアップデートは本ソフトウェアの一部と

なり、本契約の契約条件が適用されます。 

- 第 8.7 条の規定に従って提供されるインターネット経由のテクニカルサポートおよび電話によるテクニカル

サポート。 

- 権利者の情報および補助的なリソースへのアクセス。 

 

3アクティベーションおよびライセンス有効期間 

3.1. 

お客様がご自身の端末に変更を加えた場合、または端末にインストールされた他の製造元のソフトウェアの変更

を行った場合、本ソフトウェアの有料版の再アクティベーションが必要となる場合があります。また、再アクテ

ィベーションの回数には権利者が制限を設ける場合があります。権利者は、ライセンスの有効性およびお客様の

端末上でインストールまたは使用される本ソフトウェアのコピーの正当性について確認する手段および検証手順

を実行する権利を保有します。 

3.2. 

本ソフトウェアが物理的媒体によって取得された場合、本契約に同意すると、パッケージに指定、または追加の

契約書に指定された期間中、本ソフトウェアの有料版を使用できます。 

3.3. 

本ソフトウェアがインターネット経由で受領または取得された場合、本契約に同意すると、取得の過程で指定、

または追加の契約書に指定された期間中、本ソフトウェアの有料版を使用できます。 

3.4. 

本ソフトウェアの有料版の体験期間は、第 7.7 条の規定が適用されるものとし、本ソフトウェアの初回アクテ

ィベーション時点より、1 回の評価期間（30 日）に限定されます。権利者が期間を変更した場合は、お客様にそ

の旨が通知されます。 

3.5. 

本ソフトウェアの有料版を使用するお客様のライセンスは第 3.2 条または第 3.3 条（場合に応じて）に記載の

期間に限定されます。残存期間はユーザーガイドに記載の方法で確認できます。 

3.6. 

本ソフトウェアの有料版の有効期間終了後、猶予期間中は本ソフトウェアの有料版の機能を利用できる場合があ
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ります。猶予期間の残存期間については、ユーザーガイドに記載の方法で確認できます。第 3.4 条に記載された

体験期間中に、猶予期間は付与されません。 

3.7. 

第 3.6 条に記載の方法で利用した本ソフトの有料版の有効期間の終了後、もしくは猶予期間の終了後（ある場

合）、有料版の機能は無料版の機能に限定されます。 

3.8. 

1 台以上の端末に適用可能なライセンスを取得した場合、本ソフトウェアの有料版を使用するためのライセンス

は、1 台目の端末でアクティベーションを実施した日を起算とする有効期間に限定されます。 

3.9. 

権利者が保有できる法律または衡平法における他のあらゆる救済方法を妨げることなく、お客様が本契約の契約

条件のいずれかに違反した場合、権利者は、お客様に通知することなく、また、ライセンス費用またはその一部

を返金することなく、本ソフトウェアを使用するライセンスを打ち切る権利を保有するものとします。 

3.10. 

お客様は、本ソフトウェアの使用、また本ソフトウェアの使用により得られたレポートその他の情報の使用にあ

たって、プライバシー法、著作権法、輸出管理法、わいせつ物取締法を含むがこれらに限らない適用されるすべ

ての国際法、国内法、州法、地域および地方の法律および規制を順守することに同意するものとします。 

3.11. 

本契約に別段の具体的規定がない限り、お客様は本契約に基づき与えられた権利または本契約に基づく義務を移

転または譲渡できません。 

3.12. 

お客様は、本ソフトウェアの日本語版にのみ有効なアクティベーションコードを取得することに同意するものと

します。このアクティベーションコードを使用して、日本国内でのみ本ソフトウェアをアクティベートできます。 

3.13. 

特定の通信事業者が運営するサービスなどで本ソフトウェアを取得した場合、当該ソフトウェアの使用は、本ソ

フトウェアの取得時に指定された通信事業者としての操作に限定されます。 

3.14. 

本ソフトウェアの無料版の使用期間は、権利者によって制限されません。 

 

4Web ポータルとの通信および Web ポータルへの情報提供 

4.1. 

端末の紛失または盗難の場合、お客様は、Web ポータルを使用して、ユーザーガイドに記載の適切な設定により、

本ソフトウェアから端末の位置を追跡する情報を取得したり、端末のカメラ（利用可能な場合）による写真を受

信したり、端末および端末上の情報の両方またはいずれかへのアクセスをロック（またはロック解除）したりで

きます。Web ポータルへのアクセスに際しては、お客様のユーザーアカウントを使用する必要があります。 

4.2. 

お客様は、第三者による端末の不正利用を阻止する目的に限って、第 4.1 条に記載の行為がお客様によって実

行されることを認知し、これに同意するものとします。 

4.3. 

第 4.1 条に記載の情報、ならびにお客様の Web ポータルのユーザーアカウントを登録する過程でお客様から提

供されたメールアドレスおよびその他の情報は、転送された後に、権利者の信頼する第三者のサービスプロバイ

ダーによって処理されます。この第三者のプロバイダーによるデータの処理は、お客様が居住する国の情報保護

規定より制限の弱い情報保護規定を定める国で実施される場合があります。 

4.4. 

お客様は、お客様のユーザーアカウントに関する秘密情報の保全に責任を負うものとします。 

4.5. 

お客様は、お客様のユーザーアカウントによって Web ポータルで実行されたいかなる行為にも責任を負うもの

とします。お客様は、お客様のユーザーアカウントの不正使用に関して権利者が責任を負わないことを認知し、

これに同意するものとします。 

4.6. 

権利者は、地域によって Web ポータルの使用を義務付けている場合があります。端末への本ソフトウェアのイ
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ンストール中に、居住する国とは違う地域を選択することが可能です。選択した地域で Web ポータルの使用が

任意の場合、本ソフトウェアの設定を変更することで、第 4.1 条および第 4.3 条に記載されているお客様のデ

ータの処理を無効にできます。 

4.7. 

お客様は、お客様のインターネットプロバイダーまたはモバイルプロバイダーが提供するサービス品質に起因す

るいかなる遅延や障害にも、権利者が責任を負わないことを認知し、これに同意するものとします。 

 

5テクニカルサポート 

5.1. 

本契約の第 2.7 条に記載のテクニカルサポートは、本ソフトウェアの最新アップデートがインストールされて

いる場合に、本ソフトウェアを使用中のお客様に対して、権利者のサポートサービス規約および本契約の第 7.7 

条に従って提供されます。 

テクニカルサポートサービスおよびその規約に関しては、 support.kaspersky.co.jp を参照してください。 

 

6機密維持 

6.1. 

お客様は、特定の設計および個々のプログラムの構成、アクティベーションコードを含む本ソフトウェアとユー

ザーガイドが、権利者の所有物かつ機密情報であることに同意するものとします。権利者の書面による事前同意

なく、これらの情報をいかなる形式でも第三者に開示、提供または利用できる形にしてはなりません。お客様は

このような機密情報を保護するために適切なセキュリティ手法を実装するものとします。また、前述の規定に限

らず、お客様は本ソフトウェアおよびユーザーガイドまたはそれらの一部でもインターネットを通じて転送させ

ないものとします。 

 

7参考情報と広告の受信 

7.1. 

お客様は、端末の保護レベルを向上する目的で、権利者および代理店の両方またはいずれかから、本ソフトウェ

ア経由で、参考情報および広告を受信することを認知し、承諾し、これに同意するものとします。 

 

8制限事項 

8.1. 

お客様は、放棄不可能な権利を適用法で許可された場合を除き、本ソフトウェアのエミュレート、複製、貸与、

レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリングを行ったり、本

ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすることはできません。また、前述の制限事項が適用法によ

り明示的に禁止された場合を除き、本ソフトウェアの一部を可読可能な形式に変換すること、ライセンスされた

本ソフトウェアまたはそのサブセットを第三者に譲渡すること、またはそのような行為を第三者に許可すること

はできません。本ソフトウェアのバイナリコードおよびソースコードのいずれについても、独占所有物である本

プログラムアルゴリズムの再作成に使用すること、またはそのためにリバースエンジニアリングすることはでき

ません。本書に明示されていないすべての権利は権利者またはその供給元のどちらかが保有するものとし、不正

な本ソフトウェアの使用は、本契約および本契約により許諾されるライセンスの即時自動解除および刑事上民事

上の訴追がなされる場合があります。 

8.2. 

お客様は、本契約の第 2.5 条で規定する場合を除き、本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡すること

はできません。 

8.3. 

アクティベーションコードは権利者の秘密情報とみなされ、お客様は本契約の第 2.5 条で規定する条件の下で

アクティベーションコードを第三者に譲渡できる場合を除き、これを第三者に提供または、アクセス可能にしな

いものとし、アクティベーションコードを保護するために妥当な注意を払うものとします。アクティベーション

コードはライセンスの有効期限に到達するまで安全な場所で保管してください。 

8.4. 

お客様は、本ソフトウェアを第三者に貸与、レンタル、リースしてはなりません。 
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8.5. 

お客様は、ユーザーガイドに記載される脅威の検知、ブロック、処理に使用されるデータまたはソフトウェアの

作成に本ソフトウェアを使用しないものとします。 

8.6. 

お客様が本契約の契約条件に違反した場合、権利者は、お客様に返金することなく、本ソフトウェアの稼働をブ

ロックする権利を保有することとします。 

8.7. 

お客様が本ソフトウェアの無料版をご利用の場合や、有料版の体験期間中である場合、本契約の第 5条によるテ

クニカルサポートを受ける権利を保有しません。 

8.8. 

お客様は、秘密情報の追跡および取得を含む、第三者に対する不正行為の実行目的で本ソフトウェアを使用して

はなりません。 

8.9. 

本ソフトウェアの知的所有権を侵害した場合、法に従って、民事責任、行政法上の責任、刑事責任が発生します。 

8.10. 

お客様は、本ソフトウェアが欧州連合（EU）圏内でのインストールおよび使用を意図したものでないことに同意

したものとします。 

 

9限定保証と免責条項 

9.1. 

権利者は、本ソフトウェアが、ユーザーガイドに規定の仕様および説明に従って実質的に機能することを保証し

ます。ただし、（w）権利者が明示的に保証責任を否認しているお客様の端末の欠陥および関連する権利侵害、（x）

誤用から生じる不調、欠陥、エラー。乱用、事故（アクシデント）、不履行。不適切なインストールおよび操作ま

たはメンテナンス。盗難、破壊行為、不可抗力、テロ、停電または電力サージ、不慮の事故。改造および許可さ

れていない変更。権利者以外による修理または権利者の合理的な管理の範囲外である第三者もしくはお客様の行

為もしくは原因、（y）最初に生じてから合理的な期間内にお客様が権利者に通知しなかった欠陥、（z）お客様の

端末にインストールされているハードウェアまたはソフトウェアコンポーネントとの互換性の欠如、の場合には

かかる限定的保証は適用されないものとします。 

9.2. 

お客様は、エラーのないソフトウェアは存在しないことを認知し、承諾し、これに同意し、お客様にとって適切

な頻度と信頼性に基づき、端末内のファイルおよび OS の設定のバックアップをとるようアドバイスを受けたこ

とを認めるものとします。 

9.3. 

お客様は、お客様が承認したデータ削除に関して権利者が責任を負わないことを認知し、承諾し、これに同意す

るものとします。ここでいうデータは、個人情報または秘密情報を含みます。 

9.4. 

お客様がユーザーガイドまたは本契約の条件に違反している場合、権利者は、本ソフトウェアの正常動作を保証

しません。 

9.5. 

お客様が本契約の第 2.7 条に指定のアップデートを定期的にダウンロードしていない場合は、権利者は、本ソ

フトウェアの正常動作を保証しません。 

9.6. 

本契約の第 3.2 条または第 3.3 条に指定されている期間の経過後、または、何らかの理由で本ソフトウェアを

使用するライセンスが終了している場合は、権利者は、本ソフトウェアが、ユーザーガイドに規定の仕様および

説明に従って実質的に機能することを保証しないものとします。 

9.7. 

お客様は、本ソフトウェアは権利者の標準設定が既定で適用された状態で提供され、お客様独自の要件を満たす

ために本ソフトウェアの設定を変更する場合はお客様ご自身の責任において実施することを認めるものとします。 

9.8. 

お客様は、本ソフトウェアのテスト用バージョンを使用する場合、本ソフトウェアが既定と異なる特別な設定で
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提供されることに同意するものとします。 

9.9. 

本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、権利者は、その使用または性能に関し言質を与えず、保証を行いま

せん。適用法により、除外または限定が行えない範囲の保証、条件、言質、契約条件を除き、権利者およびその

代理店は、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、十分な品質、完全性、特定目的への合致性を含むが、

それに限らない事柄に関し、一切の保証、条件設定、言質、契約条件設定（明示的または黙示的を問わず、また、

法令、普通法、習慣、利用その他にかかわらず）を行いません。お客様は意図した結果を得るために本ソフトウ

ェアを選択したこと、また、そのインストール方法、使用方法、および得られた結果について、その性能に関し、

すべての責任とリスクを負うこととします。前項の規定を制限することなく、権利者は、本ソフトウェアにはエ

ラーがないことや、障害その他の故障がないこと、または、権利者に開示されているか否かにかかわらず、お客

様の要件の一部またはすべてを満たしているかどうかについて、一切の保証を行わず、言質を与えないものとし

ます。 

 

10免責事項 

10.1. 

適用法により許可される最大範囲において、権利者または代理店は、いかなる場合でも、特別的、偶発的、懲罰

的、間接的または結果的ないかなる損害（利益、秘密情報またはその他の情報の損失、ビジネスの中断、プライ

バシーの喪失、データまたはプログラムの破損、損害および損失、法的義務、誠実義務または合理的な注意義務

の違反、過失、経済的損失およびその他金銭的な損失またはその他の損失による損害を含むがこれに限定されな

い）の可能性について通知されていたとしても、その損害の責任を負いません。ここで損害とは、本ソフトウェ

アの使用もしくは使用不能またはサポートもしくはその他サービス、情報、ソフトウェアおよびソフトウェアを

通じた関連コンテンツの提供もしくは提供不能に直接起因するもしくは何らかの形で関連して発生する損害、ソ

フトウェアの使用に起因するその他の損害、本契約のいずれかの条項に従ってもしくは関連して発生するその他

の損害、契約違反もしくは不法行為（過失、虚偽表示、厳格責任の義務または債務を含む）、法的義務の違反また

は権利者もしくは代理店の保証の不履行に起因する損害を指します。 

お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかが責任を負う場合でも、権利者および代理店の両方または

いずれかの当該責任は本ソフトウェアの価格に制限されることに同意するものとします。いかなる場合であって

も、権利者および代理店の両方またはいずれかの当該責任は、本ソフトウェアの入手時にお客様が権利者および

代理店の両方またはいずれか（場合に応じて）に支払った金額を上限とします。 

本契約は、死亡または身体障害に対するいかなる請求も除外または制限するものではありません。さらにまた、

本契約の免責事項、除外事項または制限事項が適用法により除外または制限不可能な場合、そのような免責事項、

除外事項、または制限事項のみお客様に適用されず、その他の免責事項、除外事項、および制限事項は、引き続

きお客様に適用されるものとします。 

 

11GNU およびその他のサードパーティライセンス 

11.1. 

本ソフトウェアは、GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）または同様のフリーソフトライセンスに基づきお客様にライ

センスされている（またはサブライセンスされている）ソフトウェアプログラムを含む場合があります。これら

のプログラムは、お客様に対し、一定のプログラムまたはその一部をコピー、変更、再配信することをその他の

権利と共に許可し、またソースコードへのアクセスを許可しています（オープンソースソフトウェア）。バイナリ

形式の実行ファイルで配信されるかかるソフトウェアに関し、そのライセンスで指示がある場合、ソースコード

をそれらのソフトウェアを使用するお客様が利用できるようにしなくてはならず、この場合、ソースコードは 

source@kaspersky.com までリクエストを送付し入手するか、またはソースコードは本ソフトウェアに付属して

います。オープンソースソフトウェアライセンスが権利者に対し、オープンソースソフトウェアプログラムを使

用、コピー、変更する権利を提供するよう要求し、かかる権利が、本契約で認められている権利よりも許諾範囲

が広い場合、かかる権利は、本書における権利および制限に対し優先するものとします。 

 

12知的財産権 

12.1. 

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる著作物、システム、アイデア、操作方法、文書、およびその他
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の情報は、権利者またはその供給元の独占所有物である知的財産および重要な企業秘密の両方またはいずれかで

あって、また、権利者および該当する場合その供給元は、刑法および民法によって、また、ロシア連邦、EU、合

衆国およびその他の国の著作権、企業秘密、商標、特許法ならびに国際条約によって保護されることにお客様は

同意するものとします。本契約は、お客様に対し、権利者やその供給元の商標や商号（「本商標」）を含む、知的

財産権への権利を与えるものではありません。お客様は、商標に関する認められた慣習に従って、本ソフトウェ

アが生成した印刷物を商標所有者の名前などにより特定する場合に限り、本商標を使用できます。このような形

で本商標を使用することにより、本商標の所有権がお客様に与えられるものではありません。権利者およびその

供給元は、本ソフトウェアに関連するすべての権利、権限、および利益を所有し継続してこれを保有します。こ

れには、権利者が行ったかまたは第三者が行ったかにかかわらず、本ソフトウェアへのエラー修正、拡張機能、

アップデート、またはその他の修正が含まれ、また、すべての著作権、特許、企業秘密権、商標権、その他の知

的財産権が含まれます。お客様による本ソフトウェアの所有、インストール、使用は、お客様に対して本ソフト

ウェアの知的財産権の所有権を移譲するものではなく、お客様は、本契約に明示的に規定されたものを除き、本

ソフトウェアに対するいかなる権利も取得しないものとします。本契約に基づいて作成された本ソフトウェアの

すべてのコピーには、本ソフトウェアに表示されるものと同じ著作権表示を行わなくてはなりません。本契約は、

本ソフトウェアに対する本書に記載される以外の知的所有権をお客様に付与するものではなく、本書で詳しく定

義する本契約に基づき付与されるライセンスは、本契約の条件に従った限定的使用権のみを提供するものである

ことをお客様は認めるものとします。権利者は、本契約において明示的に付与された権利以外のすべての権利を

保有するものとします。 

12.2. 

お客様は、本ソフトウェアのソースコードおよびアクティベーションコードが権利者の独占所有物であり、権利

者の秘密情報に該当することを認めるものとします。お客様は、変更、改変、翻案、リバースエンジニアリング、

逆コンパイル、逆アセンブルなど本ソフトウェアのソースコードの解読を試みるいかなる行為も行わないことに

同意するものとします。 

12.3. 

お客様は、いかなる形でも本ソフトウェアを修正または改ざんしないことに同意し、本ソフトウェアのコピー上

の、著作権表示その他独占所有権表示を削除または変更することもできません。 

 

13準拠法 

13.1. 

第 13.2 条および第 13.3 条に定める場合を除き、本契約は、お客様が本ソフトウェアを取得した以下に定める

国または地域の法律により管轄および解釈され、法の抵触に関する原則の適用は受けません： 

a. 

ロシア。お客様が本ソフトウェアをロシアで取得された場合、ロシア連邦の法律が適用されます。 

b. 

アメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島。お客様が本ソフトウ

ェアをアメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島で取得された場

合、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州の法律が適用されます。ただし、消費者保護、不正競争防止、または

類似の州の法律に関する請求については、お客様が居住する州の法律が適用されます。法に認められる最大限の

範囲内において、権利者およびお客様は陪審裁判の権利を放棄することに明示的に合意するものとします。 

c. 

カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで取得された場合、オンタリオ州の法律が適用されます。 

d. 

メキシコ。お客様が本ソフトウェアをメキシコで取得された場合、メキシコ合衆国の法律が適用されます。 

e. 

欧州連合（EU）。お客様が本ソフトウェアを EU 加盟国で取得された場合、ドイツ法が適用されます。 

f. 

オーストラリア。お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで取得された場合、ライセンスを取得された州また

は特別地域の法律が適用されます。 

g. 

香港特別行政区およびマカオ特別行政区。お客様が本ソフトウェアを香港特別行政区またはマカオ特別行政区で
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取得された場合、香港特別行政区の法律が適用されます。 

h. 

中華民国。お客様が本ソフトウェアを中華民国で取得された場合、中華民国の法律が適用されます。 

i. 

日本。お客様が本ソフトウェアを日本で取得された場合、日本国の法律が適用されます。 

j. 

その他の国または地域。お客様が本ソフトウェアを上記以外の国で取得された場合、購入の行為が発生した国の

実体法が適用されます。 

13.2. 

前条の定めにかかわらず、本契約が適用または解釈される国または地域において、当該の国または地域の強制的

な法律または公序良俗が、本契約に定める法律の適用を禁止する場合、当該の強制的な法律または公序良俗によ

って要求される範囲内において、当該の国または地域の法律が代わりに適用されるものとします。同様に、お客

様が個人の場合、お客様が居住する国において、その国の法律の下でお客様が実行しなければならない可能性の

ある行為の強制的な権利は、第 13.1 条の条項によって影響を受けません。 

13.3. 

本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠せず、当該条約の適用を明示的に除外します。 

13.4. 

本ソフトウェアに関連して問題が発生した際に、お客様は権利者またはその代理店にのみ直接連絡する義務を負

うものとします。 

 

14訴訟期間 

14.1. 

本契約のどちらかの当事者に対し起こされる、本契約に基づく取り引きに由来する訴訟は、その形式を問わず、

訴訟の原因が発生または、発生したことが発見されてから一（1）年以上経過した後には起訴されないものとしま

す。ただし、知的所有権の侵害訴訟は、該当する法定期間の最大限まで起訴できるものとします。 

 

15完全合意条項、分離条項、権利不放棄 

15.1. 

本契約は、お客様と権利者との間の完全なる合意であり、口頭または書面による、本ソフトウェアまたは本契約

の主題に関する、それ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。お客様は本契約を読み、

理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。裁判管轄権のある法廷によって、何らかの理由に

より本契約のある条項は、一部または全部が効力がなく、無効である、または執行不可能であるとされた場合も、

かかる条項を狭く解釈して、合法かつ執行可能にされるものとし、また、これにより契約全体が無効とはならず、

本契約の残りの部分は、できる限りその元の意味を維持しながら、法および衡平法で許される最大限まで、完全

なる効力を持続するものとします。本書の条項または条件の権利放棄は、書面により、お客様と権利者の権限を

与えられた代表者の両方の署名によらない限り、有効ではないものとし、本契約の条項違反に対する異議申し立

ての権利放棄は、以前、現在（同時進行）、および将来の権利放棄を構成しないものとします。本契約の条項また

は権利の厳守について、その不履行を権利者が指摘しなかったことは、かかる条項または権利の権利放棄として

解釈されないものとします。 

 

16集団訴訟（クラスアクション）の放棄および調停 

16.1. 

お客様がアメリカ合衆国にお住まいの場合、この 第 16 条が適用されます。お客様と権利者の間またはお客様

と権利者に関連するサードパーティの間で、権利者の製品やサービスまたは本契約の内容に関する争議や苦情ま

たは議論が発生した際、両者間で適切な期間で解決に至らなかった場合に、お客様および相手当事者は、連邦仲

裁法（Federal Arbitration Act、「FAA」）に基づいて米国仲裁協会（American Arbitration Association、「AAA」）

において、個別の仲裁に同意したこととし、法廷で裁判官や陪審員の前で訴訟を起こすことがないものとします。

集団訴訟、集団調停、民間代理人の訴訟、すべての当事者による事前の同意を得ることなく個別の訴訟を合わせ

た訴えを起こすこと、または誰かが代理をして訴訟手続きを実行することなどを含む、またこれに限定されない

全ての訴訟を起こすことは許可されません。本契約に同意することで、お客様は前述の集団訴訟または多数当事
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者訴訟を起こしたり、訴訟に参加したりしないことに同意したものとし、最終的にお客様向けに救済措置の裁定

が下された場合は、本条項に記載されている通りお客様個別に適用されるものとします。両当事者の間で個別の

仲裁手続きが発生した場合、中立仲裁人が決定し、その決定は FAA に基づく制限された控訴権以外は最終決定

となります。本契約および AAA の規定の間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。 

16.2. 

権利者の知的財産権、その行使や効力等に対するあらゆる争議や苦情または議論が発生した場合、もしくは権利

者の製品またはサービスのあらゆる形態での不正な使用に起因する苦情（盗難や著作権侵害などを含むがこれに

限定されない）が発生した場合は、本条の内容が適用されないものとします。 

 

17権利者の連絡先 

本契約に関する質問がある場合や、何らかの理由で権利者に連絡する場合は、以下に記載する権利者の顧客サー

ビス部門まで連絡してください。 

AO Kaspersky Lab 

39A/3 Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212 

ロシア連邦 

メールアドレス：info@kaspersky.com 

Web サイト：www.kaspersky.com 

 

条項 B. データ処理に関する条件 

 

情報提供 

情報保護の強化、および本ソフトウェアおよびサービスの性能向上のために、お客様は次の統計的、管理的性質

を持つ情報を自動的に権利者に提供すること、またサードパーティのサービスプロバイダーに提供する場合があ

ることに同意するものとします：インストールされたプログラム、ライセンスデータ、検知した脅威と感染に関

する情報、処理されたオブジェクトのハッシュ値、端末自体とそれに接続されたデバイスに関する技術的情報、

端末のオンライン活動に関する情報。詳細な情報については、help.kaspersky.com を参照してください。 

新しい脅威とその発生源の検知性能を向上させ、お客様のセキュリティ保護レベルおよび本ソフトウェアの性能

を向上させるため、お客様は 「Kaspersky Security Network に関する声明」に指定される情報を権利者宛てに

自動的に提供することに同意するものとします。 

また、お客様は、本ソフトウェアの設定画面からいつでも Kaspersky Security Network サービスの有効化、無

効化を切り替えることもできます。 

お客様は、権利者がその単独かつ排他的裁量において、権利者が収集した情報をセキュリティリスクの傾向の追

跡および関連レポートの公開のために採用できることを認め、これに同意するものとします。 

前述情報をKaspersky Security Network サービスに対して提供させないようにするには、Kaspersky Security 

Network サービスを有効にしないでください。すでに有効になっている場合は Kaspersky Security Network サ

ービスを無効にしてください。 

権利者は、法定要件および権利者の該当する規定に従って、収集した情報を保護します。 

権利者は、個人を特定する情報が含まれない集計された統計データの一部として当該情報を使用します。この集

計された統計データは、元の情報から自動的に作成され、個人情報や機密情報を含みません。受信した元の情報

は蓄積された後消去されます（1 年に 1 回）。一般的な統計データは無期限で保管されます。 

 

(C) 2019 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved. 本ソフトウェアおよび付属文書には、著作権が設定され、

著作権法および国際著作権条約、ならびにその他の知的所有権関連の法律および条約により保護されています。 

 

以上 


